
（様式第１号の４の２）【法人の場合】 

売上高等が減少しかつ売上総利益率が１０パーセント以上減少していることの報告書 

令和   年    月  日  

宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局 殿 

（申請者） 

住  所：〒 

事業者名： 

代表者名： 

当社は，新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰に起因して，下

記のとおり売上高及び売上総利益率が減少していることを報告します。 

１ 「売上高」及び「売上原価」実績 

（１）直近決算期の「売上高」及び「売上原価」

直近決算期：令和 年 月期 

売 上 高（Ａ） 円 

売上原価（Ｂ） 円 

売上高（Ａ）－ 売上原価（Ｂ）
売上高（Ａ）

売上総利益率　 ＝
（Ｃ）   ％ 

（小数点以下切り捨て） 

（２）直近決算期の１期前の決算期の「売上高」及び「売上原価」

売 上 高（Ｄ） 円 

売上原価（Ｅ） 円 

売上高（Ｄ）－ 売上原価（Ｅ）
売上高（Ｄ）

売上総利益率　 ＝
（Ｆ）   ％ 

（小数点以下切り捨て） 

（３）売上総利益率の減少率（（Ｆ－Ⅽ）／Ｆ） ％ 
（小数点以下切り捨て） 

２ 売上高及び売上原価（売上総利益率）の根拠となる資料 

補助事業実施の手引き 11 ページ「（8）売上高及び売上原価（売上総利益率）の根拠と

なる資料について」に規定された添付資料一式

※補助金の申請までに，申請日以前の直近決算期に係る法人税の確定申告が完了してい

ない場合は，直近決算期及び直近決算期の１期前の両決算期について法人税第７２条

第１項に基づく仮決算による中間申告を行った場合に限り，当該両決算期の中間申告

の売上高及び売上原価（売上総利益率）で比較することができます。
また、申請日以前の直近決算期に令和４年１月以前の期間が含まれる場合は，現 決

算期及び直近決算期の両決算期について法人税第７２条第１条に基づく仮決算による

中間申告を行った場合に限り，当該両決算期の中間申告の売上高及び売上原価（売上

総利益率）で比較することができます。
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